
明
治
初
年
の
六
十
六
部
の
本
山
問
題

小
　
嶋
　
博
　
巳

―
―
『
公
文
録
』
に
み
る
仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
の
終
焉
と
六
部
集
団
―
―



104

一

六
十
六
部
を
め
ぐ
る
研
究
上
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
に
、
そ
の
実
践
者
た
ち
を
統
括
・
支
配
す
る
セ
ン
タ
ー
の
問
題
が
あ
る
。
筆

者
は
、
江
戸
の
東
叡
山
寛
永
寺
と
京
都
の
御
室
仁
和
寺
の
「
御
定
目
」
と
称
す
る
掟
書
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
を
も
っ
て
、
両
者
が

こ
う
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
て
き
た
が
（
１
）、

こ
の
う
ち
仁
和
寺
に
関
し
て
は
、
幕
末
期
の
支
配
を
裏
付
け
る
史
料
が
少
し

ず
つ
確
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
日
野
西
眞
定
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
和
歌
山
県
九
度
山
町
の
丹
生
川
円

通
寺
文
書
で
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）、
仁
和
寺
は
い
っ
た
ん
中
絶
し
て
い
た
「
往
古
よ
り
」
の
六
十
六
部
の
支
配
を
「
復
旧
」
さ

せ
る
旨
を
、
直
末
寺
院
あ
て
に
通
達
し
て
い
た
（
２
）。

く
わ
え
て
、
同
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
御
室
の
八
十
八
カ
所
霊
場
（
成
就
山
八

十
八
カ
所
）
の
修
覆
を
名
目
に
、
御
室
御
所
の
配
下
と
称
す
る
六
部
た
ち
が
各
地
で
勧
進
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
複
数
の

史
料
で
知
ら
れ
る
（
３
）。

さ
ら
に
、
徳
島
県
つ
る
ぎ
町
・
東
福
寺
が
所
蔵
す
る
六
十
六
部
の
笈
に
は
、
表
に
「
御
室
御
所
御
支
配
」、
裏

面
に
「
文
久
二
戌
年
（
一
八
六
二
）
八
月
　
執
達
所
（
印
）
三
百
八
十
三
番

、
、
、
、
、
、

六
十
六
部
回
国
行
者
　
越
後
国
古
志
郡
中
村
　
金
益
」

（
傍
点
引
用
者
）
の
墨
書
を
も
つ
木
札
が
付
属
し
て
お
り
（
４
）、

幕
末
期
、
仁
和
寺
の
配
下
に
あ
っ
て
廻
国
を
し
て
い
た
六
部
が
相
当
数
い

た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
そ
の
他
、「
御
室
御
所
御
支
配
」
の
文
字
を
も
つ
刷
り
物
（
５
）

や
廻
国
供
養
塔
（
６
）

も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
こ
う
し
た
御
室
の
支
配
を
裏
付
け
る
史
料
の
一
方
で
、
明
治
初
年
、
京
都
の
空
也
堂
極
楽
院
が
六
十
六
部
の
「
本
山
」
と
な
っ

て
免
状
を
出
し
て
い
た
事
実
が
菅
根
幸
裕
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
７
）、

ま
た
他
方
で
は
寛
永
寺
の
支
配
に
直
接
関
わ
る
史
料
は
い

ま
だ
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
六
十
六
部
に
他
の
巡
礼
と
は
異
な
る
あ
る
種
の
組
織
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し

て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
把
捉
で
き
て
い
る
の
は
い
ま
だ
い
く
つ
か
の
断
片
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
じ
つ
は
重
要
な
史
料
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
。
明
治
初
期
の
政
府
の
基
本
公
文
原
簿
、『
公
文

録
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
月
、
太
政
官
は
「
六
十
六
部
を

禁
止
す
る
」
旨
の
布
告
を
発
す
る
の
で
あ
る
が
、『
公
文
録
』
に
は
そ
れ
に
関
わ
る
一
連
の
文
書
、
と
く
に
太
政
官
に
対
す
る
京
都

府
の
伺
が
、
府
に
差
し
出
さ
れ
た
関
係
寺
院
等
の
文
書
を
添
え
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
六
十
六
部

支
配
を
め
ぐ
る
状
況
の
一
端
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
小
稿
は
、
こ
れ
を
用
い
て
、
六
十
六
部
の
組
織
性
の
問
題
に
少
々
の
新
知
見

を
加
え
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

二

『
公
文
録
』
に
は
、
明
治
元
年
か
ら
同
十
八
年
の
間
に
太
政
官
が
授
受
し
た
公
文
書
が
省
庁
別
・
年
次
別
に
編
集
、
収
録
さ
れ
て

い
る
（
た
だ
し
、
明
治
六
年
以
前
は
原
文
書
を
焼
失
し
て
い
る
た
め
写
本
で
あ
る
）。
六
十
六
部
の
禁
令
に
関
わ
る
一
件
の
文
書
は
、
明

治
四
年
・
第
百
二
十
九
巻
に
「
京
都
府
六
十
六
部
惣
会
所
ノ
儀
ニ
付
伺
」
と
い
う
件
名
を
付
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
８
）。

階
層
構
造

を
無
視
し
て
数
え
上
げ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
計
二
七
点
の
文
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
以
下
、
便
宜
的
に
〔
文
書
Ｎ
〕
の
ご
と
く
通
し
番

号
を
付
し
て
こ
れ
ら
を
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
京
都
府
か
ら
太
政
官
に
あ
て
た
伺
〔
文
書
３
〕
か
ら
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
伺
と
、
そ
れ
に
対
す
る
太
政
官

の
回
答
（
後
掲
の
文
書
１
）
が
、
こ
の
一
件
の
骨
子
を
な
し
て
い
る
。

五
�
千
本
大
報
恩
寺
并
元
仁
和
寺
門
跡
家
来
帰
農
当
時
�
野
郡
大
北
山
村
百
姓
幡
野
伊
織
ヨ
リ
、
別
紙
ノ
通
日
本
廻
国
六
十

六
部
取
締
ノ
儀
願
出
候
処
、
右
ハ
御
維
新
以
来
御
廃
止
ト
申
御
沙
汰
モ
無
之
候
ヘ
共
、
当
府
管
内
限
リ
ノ
事
ニ
無
之
、
御
国
中
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ニ
関
シ
候
儀
ニ
付
、
如
何
処
置
可
然
哉
、
尤
モ
当
府
見
込
ニ
テ
ハ
、
既
ニ
門
跡
等
モ
御
廃
シ
相
成
候
付
是
等
ノ
者
ノ
支
配
モ
御

廃
シ
、
支
配
御
廃
ニ
相
成
候
ヘ
ハ
是
等
ノ
者
ハ
無
論
断
然
御
廃
シ
可
然
ト
存
候
ヘ
共
、
一
般
ノ
御
制
度
可
有
之
ニ
付
、
此
段
相

伺
候
也辛

未
（
明
治
四
年
）
九
月
十
日
　
　
　
　
京
　
　
都
　
　
府

史
官
御
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
文
書
３
〕

大
報
恩
寺
（
千
本
釈
�
堂
）
と
仁
和
寺
門
跡
の
家
来
で
あ
っ
た
幡
野
伊
織
な
る
人
物
か
ら
「
日
本
廻
国
六
十
六
部
取
締
ノ
儀
」
の

願
い
出
が
あ
り
、
六
十
六
部
に
つ
い
て
は
と
く
に
廃
止
の
沙
汰
も
な
い
が
、
府
管
内
の
み
な
ら
ず
全
国
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
そ
の

処
置
方
を
伺
い
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
京
都
府
は
、「
当
府
見
込
」
と
し
て
、
す
で
に
門
跡
も
そ
の
六
十
六
部
支

配
も
廃
さ
れ
て
お
り
、「
是
等
ノ
者
」
す
な
わ
ち
六
十
六
部
そ
の
も
の
を
も
廃
す
る
の
が
適
当
、
と
す
る
意
見
を
添
え
て
い
る
。「
六

十
六
部
取
締
ノ
儀
」
と
は
、
の
ち
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
六
十
六
部
の
本
山
お
よ
び
惣
会
所
の
設
置
の
件
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
太
政
官
史
官
は
、
当
事
案
は
大
蔵
省
の
管
轄
に
な
る
と
判
断
し
、
九
月
十
四
日
、
他
の
一
件
と
と
も
に
大
蔵
省
に

回
付
し
た
〔
文
書
26
〕。
大
蔵
省
で
は
、
同
十
月
八
日
、
大
蔵
卿
大
久
保
利
通
・
大
蔵
大
輔
井
上
馨
の
連
名
で
、「
伺
之
通
」
と
し
て
、

六
十
六
部
の
禁
令
の
布
告
案
を
添
え
て
正
院
に
送
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
大
蔵
省
の
判
断
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

六
十
六
部
惣
会
所
取
建
方
等
ノ
儀
京
都
府
申
出
候
ニ
付
伺

六
十
六
部
惣
会
所
取
建
云
々
京
都
府
ヨ
リ
差
出
候
伺
書
御
回
シ
ニ
付
取
調
候
処
…
…
（
中
略
）
…
…
一
体
六
十
六
部
ノ
儀
ハ

其
者
信
仰
ニ
テ
諸
仏
閣
霊
場
順
拝
ノ
為
メ
回
国
致
シ
候
事
ニ
可
有
之
処
、
其
実
名
義
ノ
ミ
ニ
テ
、
糊
口
ノ
為
メ
旧
籍
ヲ
脱
シ
前

書
惣
会
所
ヘ
寄
宿
ノ
上
、
日
々
市
在
ヘ
罷
出
、
門
戸
ニ
立
、
米
銭
ノ
施
行
請
、
活
計
ヲ
為
シ
候
事
ト
相
聞
、
既
ニ
別
紙
六
部
共

惣
代
其
外
ヨ
リ
差
出
候
書
面
ノ
内
ニ
、
六
部
共
凡
二
千
人
有
之
、
一
日
一
人
ニ
付
銭
十
文
ツ
ゝ
為
冥
加
上
納
致
シ
度
旨
云
々
ト
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有
之
上
ハ
、
施
行
ヲ
目
的
ト
申
立
候
儀
ニ
テ
、
俗
ニ
千
日
参
リ
ト
唱
候
鉦
打
ノ
類
ニ
等
敷
事
判
然
タ
リ
、
畢
竟
今
日
戸
籍
御
改

、
、
、
、
、
、
、
、

正
ノ
折
柄

、
、
、
、

、
銘
々
帰
籍
ヲ
厭
ヒ
如
斯
出
願
致
シ
候
事
ト
相
聞

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
右
ハ
一
種
ノ
遊
民
ニ
テ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
斯
ル
開
化
ノ
時
勢
ニ
当
リ
一
日
モ
可

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

存
置
事
ニ
有
之
間
敷
候
間

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
京
都
府
見
込
ノ
通
リ
、
断
然
被
廃
止
候
儀
至
当
ト
存
候
、
依
テ
ハ
右
ノ
類
同
府
管
内
ニ
不
限
御
国

内
ニ
数
多
可
有
之
候
間
、
別
紙
ノ
通
御
布
令
有
之
候
様
致
シ
度
…
…
（
下
略
）（
傍
点
引
用
者
）

〔
文
書
１
〕

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
大
蔵
省
は
、
六
十
六
部
を
糊
口
の
た
め
に
籍
を
脱
し
て
門
付
け
を
す
る
遊
民
と
み
な
し
、
こ
の
度
の
一

件
は
戸
籍
編
成
事
業
を
目
前
に
六
十
六
部
た
ち
が
帰
籍
を
厭
う
て
画
策
し
た
こ
と
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
同
年
十

月
十
四
日
、
次
の
太
政
官
布
告
が
公
布
さ
れ
る
。

十
月
十
四
日
公
布

平
民
廻
国
修
行
ノ
名
義
ヲ
以
テ
六
十
六
部
ト
称
シ
、
仲
間
ヲ
立
、
寄
宿
所
ヲ
設
置
、
米
銭
等
ノ
施
物
ヲ
乞
ヒ
候
儀
、
自
今
一
切

禁
止
候
事

但
従
前
寄
宿
六
部
共
ノ
内
、
脱
籍
ノ
者
ハ
復
籍
規
ニ
〔
則
〕

照
準
シ
其
本
貫
ヘ
帰
籍
可
為
致
事

辛
未
十
月
　
　
　
　
　
　
太
　
　
　
政
　
　
　
官
（
９
）

〔
文
書
27
〕

当
時
の
大
蔵
省
は
、「
富
国
強
兵
」
の
た
め
に
可
能
な
限
り
多
く
の
生
産
者
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
戸
籍
作
成
は
そ
の
前

提
と
な
る
べ
き
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
の
僧
尼
を
含
め
、
無
為
徒
食
の
民
あ
る
い
は
浮
浪
の
徒
と
み
な
し
た
人
び
と

の
減
員
・
廃
絶
を
図
る
政
策
が
採
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
六
十
六
部
に
対
す
る
禁
令
も
、
同
年
十
月
二
十
八
日
付
の
普
化
宗
廃
止
の
布

告
な
ど
と
と
も
に
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
捉
え
る
べ
き
こ
と
が
、
す
で
に
阪
本
是
丸
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
10
）。

六
十
六
部
の
禁
令

は
、
宗
教
的
な
問
題
で
あ
る
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
・
経
済
的
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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三

と
こ
ろ
で
、
こ
の
件
が
浮
上
し
た
の
は
、
直
接
に
は
京
都
府
に
対
し
て
複
数
の
関
係
者
が
六
十
六
部
の
本
山
あ
る
い
は
惣
会
所
の

設
置
に
つ
い
て
伺
を
出
し
た
こ
と
を
発
端
と
し
て
い
た
。
一
連
の
文
書
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
お
け
る
六
十
六
部
を
め
ぐ
る
状

況
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
き
に
示
し
た
明
治
四
年
九
月
の
京
都
府
の
伺
〔
文
書
３
〕
に
は
計
二
二
点
の
文
書
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
階
層
構
造
は

少
々
煩
雑
で
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
京
都
府
宛
の
伺
・
口
上
書
九
点
を
手
掛
か
り
に
、
全
体
の
構
成
を
な
ん
と
か

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
京
都
府
宛
の
文
書
は
以
下
の
と
お
り
で
、
い
ず
れ
も
明
治
四
年
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
そ
れ
ぞ
れ

関
係
の
文
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
大
報
恩
寺
役
者
玉
蔵
坊
よ
り
、
六
十
六
部
本
山
引
受
に
つ
き
伺
（
五
月
）〔
文
書
４
〕

（
二
）
法
金
剛
院
塔
中マ
マ

金
目
地
蔵
院
六
十
六
部
惣
会
所
惣
代
幡
野
伊
織
ほ
か
よ
り
、
六
十
六
部
の
冥
加
銭
奉
納
願
出
取
次
（
五
月

十
九
日
）〔
文
書
７
〕〔
文
書
９
〕

（
三
）
仁
和
寺
門
跡
内
熊
谷
六
郎
よ
り
、
幡
野
伊
織
に
つ
き
言
上
（
五
月
二
十
四
日
）〔
文
書
11
〕

（
四
）
仁
和
寺
門
跡
内
熊
谷
六
郎
よ
り
、
仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
召
放
に
つ
き
言
上
（
五
月
二
十
四
日
）〔
文
書
12
〕

（
五
）
大
報
恩
寺
玉
蔵
坊
よ
り
、
幡
野
伊
織
再
応
取
調
お
よ
び
六
十
六
部
惣
代
再
歎
願
に
つ
き
言
上
（
五
月
）〔
文
書
14
〕

（
六
）
法
金
剛
院
塔
中
金
目
地
蔵
院
よ
り
、
六
十
六
部
会
所
引
受
に
つ
き
伺
（
月
日
不
詳
）〔
文
書
17
〕

（
七
）
大
報
恩
寺
玉
蔵
坊
よ
り
、
幡
野
伊
織
再
応
取
調
明
細
書
上
（
五
月
）〔
文
書
20
〕
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（
八
）
幡
野
伊
織
ら
よ
り
、
惣
本
山
に
つ
い
て
再
応
歎
願
（
五
月
二
十
五
日
）〔
文
書
21
〕

（
九
）
大
報
恩
寺
玉
蔵
坊
よ
り
、
六
十
六
部
惣
代
共
の
再
歎
願
に
つ
き
伺
（
五
月
）〔
文
書
24
〕

こ
の
ほ
か
、
日
付
の
点
か
ら
（
一
）
〜
（
九
）
に
添
付
さ
れ
た
と
は
見
な
し
が
た
い
次
の
文
書
が
あ
る
。

（
十
）
六
十
六
部
総
代
沢
田
茂
兵
衛
ほ
か
よ
り
大
報
恩
寺
役
者
中
へ
、
同
寺
宝
蔵
坊
を
仮
惣
会
所
に
願
い
た
い
旨
の
歎
願
口
上
書

（
四
年
七
月
五
日
）〔
文
書
25
〕

さ
て
、
以
上
の
文
書
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
、
、

の
経
緯
を
整
理
し
て
叙
述
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

明
治
四
年
五
月
（
お
そ
ら
く
二
日
〔
文
書
19
〕）、「
�
野
郡
法
金
剛
院
塔
中
金
目
地
蔵
院
惣
会
所
」
に
属
す
る
六
十
六
部
、
取
締
沢

田
茂
兵
衛
・
会
所
代
田
所
庄
三
郎
ら
五
名
（
あ
る
い
は
六
名
）
は
、「
廻
国
六
十
六
部
御
掛
リ
」
の
幡
野
伊
織
（
後
述
）
あ
て
、「
日
本

廻
国
ノ
初
発
」
云
々
と
し
て
六
十
六
部
廻
国
の
由
緒
を
言
上
す
る
と
と
と
も
に
、「
尤
釈
�
堂
於
大
報
恩
寺
六
十
六
部
惣
本
山
ニ
願

度
奉
存
候
、
尚
天
蓋
幡
鉦
鼓
等
ノ
儀
ハ
於
同
寺
頂
戴
仕
候
様
致
度
、
是
ヨ
リ
諸
国
順
行
仕
度
奉
存
候
事
」
と
、
今
後
は
大
報
恩
寺

（
千
本
釈
�
堂
）
を
六
十
六
部
の
惣
本
山
と
し
、
そ
こ
か
ら
天
蓋
を
は
じ
め
と
す
る
道
具
を
拝
領
し
て
廻
国
し
た
い
旨
を
訴
え
た
〔
文

書
５
・
10
・
19
〕。
こ
れ
を
受
け
て
幡
野
伊
織
は
、
大
報
恩
寺
に
対
し
て
こ
の
申
し
出
を
受
け
て
く
れ
る
よ
う
願
い
出
る
〔
文
書
６
〕

と
と
も
に
、
京
都
府
に
対
し
て
も
五
月
十
九
日
付
で
そ
の
許
可
を
求
め
た
〔
文
書
７
〕。
ま
た
同
時
に
大
報
恩
寺
の
側
で
も
、
京
都

府
に
対
し
て
こ
の
こ
と
の
可
否
を
伺
い
出
た
〔
文
書
４
〕（
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
「
御
尋
ニ
付
奉
申
上
候
」
あ
る
の
で
、
府
か
ら
同
寺
へ
の

照
会
が
ま
ず
あ
っ
た
ら
し
い
）。

六
十
六
部
集
団
が
大
報
恩
寺
に
対
し
て
惣
本
山
と
な
る
こ
と
を
頼
み
入
れ
た
の
は
、「
御
一
新
」
に
と
も
な
い
、
そ
れ
ま
で
の
御

室
仁
和
寺
に
よ
る
六
十
六
部
支
配
の
体
制
が
失
わ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
文
書
６
に
は
「
廻
国
六
十
六
部
行
者
　
仁
和

寺
宮
様
御
配
下
ノ
者
ニ
御
坐
候
処
、
御
一
新
後
被
廃
止
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
京
都
府
の
照
会
に
対
し
て
仁
和
寺
で
は
、
五
月
二
十
四
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日
付
で
、「
去
ル
慶
応
四
戊
辰
六
月
中
、
右
行
者
（
六
十
六
部
―
―
引
用
者
）
支
配
召
放
候
節
、
別
紙
ノ
通
相
渡
置
候
外
書
類
等
無
御

坐
候
、
且
其
以
来
右
行
者
ノ
儀
ニ
付
一
切
関
係
無
御
坐
候
」
と
回
答
し
て
い
る
〔
文
書
12
〕。
仁
和
寺
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）

六
月
、
六
十
六
部
集
団
に
次
の
よ
う
に
支
配
の
放
棄
を
告
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
般
御
一
新
ニ
付
六
十
六
部
回
国
行
者
御
支
配
被
召
放
候
上
ハ
、
何
方
ニ
テ
受
支
配
候
共
更
ニ
御
差
構
無
之
候
、
仍
テ
此
段
相

達
候
事辰

（
慶
応
四
年
）
六
月
　
　
　
　
　
　
御
室
御
所
役
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
文
書
13
〕

こ
れ
に
対
す
る
六
十
六
部
集
団
側
の
困
惑
は
、
明
治
四
年
五
月
二
十
四
日
付
、
幡
野
伊
織
宛
の
再
歎
願
書
に
次
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。

一
御
一
新
後
、
仁
和
寺
御
門
跡
御
模
様
替
リ
ニ
付
右
惣
本
山
ノ
儀
御
廃
止
被
　
仰
付
、
則
御
手
切
ノ
御
達
書
御
渡
ニ
相
成
、
爾

ル
ニ
両
三
度
�
歎
願
等
仕
候
ヘ
共
、
御
多
端
中
ニ
付
御
断
ニ
相
成
、
無
拠
昨
年
以
来
会
議
ノ
上
、
惣
本
山
ノ
儀
夫
々
見
込
ヲ

以
諸
寺
諸
山
等
ヘ
歎
願
ヲ
モ
仕
候
ヘ
共
、
各
々
御
断
ニ
相
成
、
一
統
泣
々
引
払
廻
国
修
行
罷
在
候
処
、
当
春
来
又
々
惣
会
所

ヘ
巡
行
ノ
□
〔
上
ヵ
〕集

評
仕
候
処
、
何
分
惣
本
山
無
之
候
テ
ハ
末
派
ノ
規
則
難
相
立
、
自
然
泥
廃
ニ
及
終
ニ
一
同
混
雑
ノ
基
ト
モ

相
成
候
テ
ハ
、
釈
尊
以
来
我
朝
ノ
元
祖
ヨ
リ
連
綿
ト
相
続
仕
来
リ
候
御
国
恩
并
宗
祖
ノ
御
意
願
忽
チ
消
失
仕
悲
歎
至
極
ニ
付
、

惣
本
山
ノ
儀
ハ
五
�
千
本
釈
�
堂
大
報
恩
寺
ニ
仕
度
旨
決
議
仕
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
文
書
22
〕

（
文
書
23
は
幡
野
伊
織
が
こ
れ
を
大
報
恩
寺
に
取
り
次
い
だ
も
の
で
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
）

「
仁
和
寺
御
門
跡
御
模
様
替
リ
」
は
、
直
接
に
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
仁
和
寺
第
三
〇
代
純
仁
法
親
王
の
還
俗
と
、
そ
れ
に

と
も
な
う
山
内
の
体
制
の
動
揺
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
半
年
後
の
慶
応
四
年
六
月
、「
御
手
切
ノ
御
達
書
」（
前
掲
の
文
書
13
）
を

突
き
付
け
ら
れ
た
六
部
た
ち
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
仁
和
寺
に
本
山
継
続
を
歎
願
す
る
も
叶
わ
ず
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
以
降
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は
仁
和
寺
を
あ
き
ら
め
て
他
の
諸
寺
院
に
本
山
と
な
る
こ
と
を
頼
み
入
れ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
い
ず
れ
の
寺
院
か
ら
も
断
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
や
む
を
得
ず
彼
ら
は
本
山
を
引
き
払
い
、
廻
国
に
出
た
の
で
あ
る
が
、
四
年
春
に
至
っ
て
あ
ら
た
め
て
惣
本
山
の
必
要

性
を
確
認
し
（
惣
本
山
が
な
く
て
は
末
派
の
規
則
が
立
ち
が
た
い
、
と
あ
る
）、
大
報
恩
寺
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
過
程
に
は
、「
廻
国
六
十
六
部
御
掛
リ
」「
�
野
郡
法
金
剛
院
塔
中
金
目
地
蔵
院
内
備
惣
会
所
六
十
六
部
掛
リ
」「
六
十
六

部
惣
会
所
惣
代
」
等
々
の
肩
書
を
付
さ
れ
た
幡
野
伊
織
と
い
う
人
物
が
関
わ
っ
て
い
た
。
伊
織
は
元
来
、
仁
和
寺
の
院
家
で
あ
る
菩

提
院
に
仕
え
て
い
た
者
（
寺
侍
と
呼
ん
で
よ
い
か
）
で
、
明
治
四
年
三
月
ま
で
の
文
書
に
は
「
仁
和
寺
御
門
跡
菩
提
院
様
御
内
」「
菩

提
院
様
御
家
来
」
と
し
て
登
場
す
る
〔
文
書
15
・
16
〕。
明
治
四
年
三
月
、
廻
国
惣
代
茂
兵
衛
ら
が
伊
織
に
あ
て
た
口
上
書
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
か
ら
、
彼
は
仁
和
寺
山
内
に
あ
っ
て
六
十
六
部
支
配
の
担
当
者
と
い
う
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

奉
願
上
口
上
書

日
本
廻
国
六
十
六
部
行
者
取
締
惣
会
所
、
是
�
　
仁
和
寺
宮
様
御
支
配
ノ
処
、
御
掛
役
今
伊
貢
之
丞
様
ニ
御
坐
候
処
、
其
後
右

御
宮
様
御
模
様
替
ニ
付
御
支
配
被
廃
止
候
折
柄
、
右
御
掛
役
病
死
被
致
候
処
、
跡
宿
是
�
ノ
通
御
相
続
被
下
候
趣
承
リ
右
様
ニ

相
成
候
ニ
付
、
一
統
御
安
心
仕
候
、
何
卒
従
前
ノ
手
継
ニ
御
坐
候
故
、
御
慈
悲
ヲ
以
テ
右
御
支
配
ノ
処
、
当
時
御
預
リ
被
成
下

候
ハ
ゝ
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
文
書
15
〕

文
中
の
「
御
掛
役
今
伊
貢
之
丞
」
が
幡
野
伊
織
の
前
任
者
で
、
そ
の
病
死
後
、
伊
織
が
「
掛
」
を
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
。「
跡

宿
是
�
ノ
通
御
相
続
被
下
候
趣
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
判
然
と
し
な
い
が
、
慶
応
四
年
の
仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
か
ら
の
撤
退

後
も
、
六
十
六
部
を
担
当
す
る
役
職
等
が
事
実
上
存
続
し
、
実
質
的
な
関
与
は
続
い
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
幡
野
伊
織
は
、
明
治
四
年
四
月
十
九
日
、
菩
提
院
よ
り
暇
を
出
さ
れ
、
本
貫
の
�
野
郡
大
北
山
村
（
現
在
の
京
都
市
北

区
の
衣
笠
・
大
北
山
を
地
名
に
冠
す
る
一
帯
）
へ
帰
村
・
復
籍
す
る
こ
と
と
な
る
〔
文
書
４
・
11
〕。
こ
の
年
の
五
月
、
御
所
号
・
門
跡
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号
・
院
家
・
院
室
な
ど
の
称
の
廃
止
と
と
も
に
、
坊
官
・
候
人
や
、
門
跡
・
院
家
等
の
家
士
の
処
分
が
太
政
官
よ
り
達
せ
ら
れ
て
お

り
（
11
）、

伊
織
の
離
寺
は
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
の
、
こ
う
し
た
門
跡
寺
院
の
体
制
の
動
揺
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
六
十
六
部

集
団
の
側
で
は
依
然
、
伊
織
を
頼
る
ほ
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
、
以
後
、
彼
は
前
述
の
よ
う
な
肩
書
を
も
っ
て
、
六
十
六
部
集

団
の
歎
願
を
大
報
恩
寺
や
京
都
府
へ
取
り
次
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
幡
野
伊
織
の
肩
書
の
な
か
に
「
法
金
剛
院
塔
中
金
目
地
蔵
院
」
云
々
が
あ
る
。
ま
た
六
十
六
部
集
団
も
、「
法
金
剛

院
塔
中
金
目
地
蔵
院
惣
会
所
」
の
取
締
・
会
所
代
・
惣
代
等
を
名
の
っ
て
い
る
〔
文
書
５
・
22
・
23
〕。
法
金
剛
院
は
仁
和
寺
の
南
方
、

双
ケ
丘
の
東
麓
に
あ
っ
て
、
待
賢
門
院
の
御
願
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
律
宗
寺
院
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
仁
和
寺
の
院
家
の
一
つ
で
あ

っ
た
（
12
）。

地
蔵
院
（
金
目
地
蔵
院
）
は
そ
の
塔
頭
で
、
そ
こ
が
六
十
六
部
の
「
惣
会
所
」
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

事
情
は
、
地
蔵
院
自
身
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

奉
願
口
上
書

是
�
諸
国
六
十
六
部
ノ
儀
仁
和
寺
門
跡
御
支
配
ノ
処
、
則
拙
院
右
会
所
ニ
被
頼
入
、
昨
春
�
右
会
所
ニ
仕
来
罷
在
候
処
、
仁
和

寺
門
跡
ノ
儀
ハ
御
一
新
以
後
右
六
部
支
配
被
相
廃
止
候
折
柄
、
当
節
柄
総
テ
人
別
止
宿
人
等
厳
敷
御
吟
味
ノ
御
事
ニ
付
、
一
先

会
所
ノ
儀
ハ
相
断
候
処
、
尚
又
段
々
六
部
取
締
ノ
者
共
ヨ
リ
頼
出
候
間
、
右
貸
渡
シ
候
テ
モ
宜
御
坐
候
哉
、
此
段
奉
願
上
候
、

以
上

明
治
四
未
年
　
　
　
　
�
野
郡
双
丘
法
金
剛
院
塔
中
　
金
目
地
蔵
院

京
都
御
政
府
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
文
書
17
〕

地
蔵
院
は
仁
和
寺
に
よ
る
六
十
六
部
支
配
の
時
代
か
ら
明
治
三
年
春
ま
で
六
部
た
ち
の
会
所
で
あ
っ
た
が
、
仁
和
寺
の
六
部
支
配

が
廃
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
さ
ら
に
は
当
節
の
政
府
の
人
籍
把
握
の
徹
底
に
鑑
み
、
こ
れ
を
断
っ
た
、
し
か
し
な
お
六
部
集
団
の
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側
か
ら
会
所
と
し
て
使
わ
せ
て
ほ
し
い
と
の
要
請
が
あ
り
、
貸
し
て
も
よ
ろ
し
い
か
、
と
の
伺
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
月
日
の
記

載
が
な
い
が
、
四
年
五
月
の
い
く
つ
も
の
文
書
に
「
金
目
地
蔵
院
惣
会
所
」
と
あ
る
か
ら
、
会
所
と
し
て
の
利
用
は
、
実
質
的
に
は

明
治
三
年
春
以
後
も
し
ば
ら
く
継
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
年
七
月
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
六
部
集
団
は
い
よ
い

よ
地
蔵
院
も
引
き
払
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

奉
歎
願
口
上
書

一
�
野
郡
双
丘
法
金
剛
院
塔
中
金
目
地
蔵
院
、
六
十
六
部
惣
会
所
ニ
借
請
罷
在
候
処
、
右
寺
去
月
中
格
別
ノ
風
破
ニ
付
惣
会
所

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ノ
儀
被
相
断
候
ニ
付

、
、
、
、
、
、
、
、

、
其
頃
無
拠
居
合
ノ
者
共
夫
々
離
散
ノ
上
最
寄
ヘ
仮
宅
頼
入
罷
在
候
処
、
当
御
時
節
柄
人
別
止
宿
人
等

厳
敷
御
吟
味
ノ
御
儀
ニ
付
、
御
手
数
ノ
程
奉
恐
入
、
殊
ニ
盆
前
ニ
モ
及
ヒ
候
上
ハ
　
皇
国
御
平
安
御
祈
念
并
宗
祖
等
ヘ
報
恩

ノ
タ
メ
従
前
ノ
勤
行
仕
度
、
一
同
念
願
ニ
ハ
御
坐
候
ヘ
ト
モ
、
惣
会
所
無
之
候
テ
ハ
豈
不
成
其
儀

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
且
亦
各
国
六
部
総
代
ノ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

者
共
集
会
ノ
席
等
モ
無
之

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
実
ニ
難
渋
迷
惑
仕
候
儀
ニ
付
テ
ハ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
貴
寺
塔
中
宝
蔵
坊
当
分
ノ
内
仮
惣
会
所
ニ
願
度

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
一
統
会

議
ニ
御
坐
候
間
、
前
段
御
憐
察
ノ
上
、
何
卒
右
塔
中
仮
惣
会
所
ニ
御
聞
済
被
成
下
置
候
様
、
只
管
奉
願
上
候
、
以
上

明
治
四
辛
未
年
七
月
五
日
　
　
　
　
六
十
六
部
総
代
　
沢
田
茂
兵
衛

（
以
下
、
同
田
所
庄
三
郎
・
同
西
畑
喜
代
蔵
・
同
芳
原
知
之
丞
・
同
小
形
源
之
助
・
同
田
中
滝
三
郎
）

釈
�
堂
大
報
恩
寺
　
御
役
者
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
文
書
25
〕

金
目
地
蔵
院
が
六
月
の
風
破
を
理
由
に
惣
会
所
を
断
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
六
十
六
部
集
団
の
側
で
は
勤
行
・
集
会
に
差
し
支
え

る
こ
と
に
難
渋
し
て
、
大
報
恩
寺
に
対
し
、
塔
頭
の
宝
蔵
坊
を
仮
惣
会
所
に
使
わ
せ
て
ほ
し
い
と
願
い
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一

件
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
同
年
十
月
に
は
結
局
、
こ
こ
に
登
場
す
る
よ
う
な
六
十
六

部
の
活
動
自
体
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
り
に
宝
蔵
坊
に
仮
惣
会
所
が
設
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
永
続
性
は
持
ち
え
な
か
っ
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た
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
慶
応
四
年
に
仁
和
寺
が
六
十
六
部
支
配
か
ら
撤
退
し
た
の
ち
も
、
六
十
六
部
集
団
は
従
前
の
と
お
り
法
金
剛
院
塔
頭
の
金

目
地
蔵
院
を
惣
会
所
と
し
て
活
動
を
続
け
る
と
と
も
に
、
当
初
は
引
き
続
き
仁
和
寺
支
配
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
、
や
が
て
は
あ
ら

た
な
本
山
を
戴
く
こ
と
を
画
策
し
、
明
治
四
年
に
は
、
も
と
仁
和
寺
の
六
十
六
部
掛
で
あ
っ
た
幡
野
伊
織
を
介
し
て
、
千
本
釈
迦
堂

大
報
恩
寺
に
本
山
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
よ
う
歎
願
す
る
に
至
る
、
と
い
う
経
緯
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

四

仁
和
寺
に
代
わ
る
本
山
を
、
と
い
う
六
十
六
部
ら
の
企
て
は
、
結
局
、
明
治
新
政
府
の
施
策
と
相
容
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

再
々
の
歎
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
就
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
で
六
十
六
部
集
団
は
興
味
深
い
動
き
を
見
せ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
掟
の
改
定
を
図
っ
て
い
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
政
府
に
対
し
て
冥
加
銭
の
上
納
を
申
し
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

明
治
四
年
五
月
二
日
、
大
報
恩
寺
に
本
山
を
頼
み
入
れ
る
に
あ
た
り
、
六
十
六
部
の
取
締
沢
田
茂
兵
衛
・
勘
定
方
玉
木
市
之
祐
以

下
六
名
は
、
次
の
よ
う
に
規
則
を
定
め
た
い
旨
の
伺
（
六
十
六
部
回
国
掟
伺
書
）
を
幡
野
伊
織
に
出
し
て
い
る
（
こ
こ
に
は
文
書
10
を

あ
げ
る
が
、
別
経
路
で
提
出
さ
れ
た
文
書
19
も
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
五
月
二
日
の
日
付
が
あ
る
。
ま
た
文
書
５
は
こ
の
前
半
部
と

見
ら
れ
る
）。

六
十
六
部
回
国
掟
御
伺
書

日
本
回
国
ノ
初
発

天
智
天
皇
御
初
厥
后
　
文
武
天
皇
其
国
ノ
霊
場
ヘ
法
花
経
ヲ
奉
納
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右
趣
意
ハ
為
天
下
泰
平
国
家
安
全
五
穀
豊
登
也
、
将
亦
日
本
国
中
神
社
仏
閣
ヘ
納
経
ハ
勿
論
、
令
拝
礼
候
事

一
御
一
新
ノ
御
改
政
被
為
　
仰
出
候
ニ
就
テ
ハ
神
仏
混
淆
不
相
成
段
御
趣
意
ニ
付
、
御
神
名
帳
并
奉
納
経
帳
等
格
別
ニ
御
坐
候

一
回
国
順
拝
所
御
神
名
帳
ノ
儀
ハ
　
神
武
天
皇
御
拝
所
初
其
外
加
茂
神
社
八
幡
神
社
ヘ
拝
礼
仕
度
奉
存
候
事

一
仏
閣
ノ
儀
ハ
京
都
釈
�
堂
初
メ
国
分
寺
其
外
霊
山
霊
所
等
ヘ
奉
納
経
仕
度
、
尤
自
今
釈
�
堂
於
大
報
恩
寺
六
十
六
部
惣
本
山

ニ
奉
願
度
ト
奉
存
候
、
尚
天
蓋
幡
鉦
鼓
等
ノ
儀
ハ
於
同
寺
頂
戴
仕
候
様
致
度
、
是
ヨ
リ
諸
国
順
行
仕
度
奉
存
候
事

回
国
ノ
掟
書

一
御
一
新
御
改
政
ニ
付
御
布
令
ノ
条
々
堅
相
守
可
申
候
事

一
回
国
行
者
天
下
泰
平
国
土
安
穏
五
穀
成
就
可
奉
祈
候
事

一
回
国
行
者
天
下
祈
念
専
一
也
、
依
之
日
本
国
中
一
ノ
宮
可
拝
礼
儀
ハ
勿
論
、
其
国
ノ
霊
場
ヘ
可
令
御
納
経
候
事

一
回
国
為
リ
行
者
依
之
日
本
国
中
如
法
専
一
ニ
可
令
修
行
候
事

一
笈
仏
ノ
儀
ハ
其
行
者
ノ
任
信
仰
可
為
念
誦
仏
、
尤
仏
具
相
添
候
事

一
回
国
行
者
出
途
〔
逢
〕候

時
ハ
互
ニ
国〔
所
〕可

尋
合
納
経
等
相
改
、
若
胡
乱
ケ
間
敷
者
有
之
候
歟
亦
ハ
法
外
ノ
者
於
有
之
、
同
行
中
相
互

ニ
見
聞
次
第
其
最
寄
ノ
会
所
ヘ
召
連
罷
出
、
指
図
通
リ
可
取
計
、
直
ニ
応
対
致
間
敷
候
事

京
都
釈
�
堂

大
報
恩
寺
役
者

六
十
六
部
頭

京
都
惣
会
所

〔
文
書
10
〕

「
掟
書
」
に
先
立
つ
部
分
は
、
六
十
六
部
の
由
緒
・
趣
意
、
お
よ
び
大
報
恩
寺
を
本
山
に
載
き
た
い
と
い
う
希
望
と
と
も
に
、
六
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部
集
団
が
「
御
一
新
」
に
対
応
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
神
仏
分
離
に
対
し
て
は
、
従

来
の
納
経
帳
の
う
ち
、
神
社
の
請
取
に
あ
た
る
部
分
を
神
名
帳
と
し
て
区
別
す
る
と
し
て
い
る
。
近
世
に
刊
本
で
流
布
し
た
六
十
六

部
縁
起
の
内
容
か
ら
こ
と
さ
ら
天
智
・
文
武
に
関
わ
る
部
分
の
み
を
取
り
出
し
、
巡
拝
対
象
の
神
社
と
し
て
「
神
武
天
皇
御
拝
所
」

を
あ
げ
る
な
ど
の
点
も
、
そ
の
意
図
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
六
箇
条
か
ら
な
る
「
回
国
ノ
掟
書
」
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
近
世
後
末
期
の
一
部
の
六
十
六
部
廻
国
者
が
所
持
し
て
い

た
「
東
叡
山
御
定
目
」「
御
室
御
所
御
定
目
」

（
13
）

と
比
較
し
て
み
る
と
、
第
二
条
・
三
条
・
六
条
な
ど
は
「
御
定
目
」
を
比
較
的
よ
く

継
承
し
て
い
る
も
の
の
、
廻
国
の
現
場
に
関
わ
る
些
末
な
規
定
や
仏
教
臭
は
減
じ
て
、
全
体
に
大
幅
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
第
一
条
に
新
政
府
の
布
令
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
一
文
が
加
わ
り
、
先
述
の
部
分
と
あ
わ
せ
て
、
六
十
六
部
集
団
が
存
続
の

た
め
の
条
件
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
か
を
、
よ
く
示
し
て
い
る
。
末
尾
に
大
報
恩
寺
役
者
の
名
が
あ
る
の
は
、
も
と
よ
り
同
寺
が
本

山
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
記
載
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
以
上
に
続
け
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
お
り
、
遠
国
に
つ
い
て
は
最
寄
り
の
国
々
へ
出
張
所
を
設
け
て
「
居
合
同
行
」
を

取
り
締
ま
る
と
と
も
に
、
支
配
所
か
ら
の
布
令
は
所
々
の
出
張
所
が
取
り
次
ぐ
、
ま
た
新
規
に
入
門
を
願
い
出
た
者
に
つ
い
て
は

「
居
合
一
統
」
が
集
ま
っ
て
身
上
・
宗
門
等
を
確
か
め
て
支
配
所
へ
伺
を
出
す
、
と
し
て
い
る
。

以
上
を
受
け
て
幡
野
伊
織
は
、「
今
般
六
十
六
部
御
規
則
ノ
儀
、
御
一
新
御
改
正
ニ
付
御
改
書
付
ヲ
以
被
頼
入
候
ニ
付
」
と
、
大

報
恩
寺
に
願
い
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
〔
文
書
６
〕。

冥
加
銭
の
件
は
こ
れ
よ
り
も
い
ま
少
し
早
く
、
明
治
四
年
四
月
付
で
、
幡
野
伊
織
宛
て
に
次
の
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。

乍
恐
奉
願
上
候

一
今
般
六
拾
六
部
廻
国
ノ
行
者
、
御
一
新
御
改
政
ニ
付
、
京
都
惣
会
所
掛
リ
凡
二
千
人
程
ノ
見
込
ニ
御
坐
候
、
此
者
共
当
今
ノ
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折
柄
無
御
冥
加
廻
国
修
行
ノ
儀
ハ
奉
恐
入
候
、
依
之
一
日
ニ
一
人
前
ニ
付
拾
文
ツ
ゝ
為
御
冥
加
銭
奉
献
納
度
候
、
此
段
奉
願

上
候
、
何
卒
御
上
様
ヘ
御
執
成
願
上
被
下
候
ハ
ゝ
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

六
十
六
部
廻
国
行
者

京
都
惣
会
所
　
取
締
茂
兵
衛
（
以
下
、
勘
定
方
市
之
祐
・
惣
代
庄
三
郎
）

〔
文
書
８
〕

京
都
惣
会
所
配
下
の
六
部
が
二
千
人
ほ
ど
お
り
、
こ
れ
が
一
日
ひ
と
り
十
文
ず
つ
を
冥
加
銭
と
し
て
上
納
し
た
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
伊
織
は
五
月
十
九
日
付
で
、
こ
れ
を
京
都
府
に
取
り
次
い
で
い
る
〔
文
書
９
〕。
さ
ら
に
、
同
月
二
十
四
日
、
再
度
大
報
恩
寺

に
本
山
の
件
を
歎
願
し
た
折
に
も
、「
日
本
惣
会
社
〔
所
〕

掛
リ
人
数
凡
二
千
人
ノ
見
込
ニ
御
坐
候
処
、
方
今
ノ
折
柄
御
為
　
皇
国
報
謝
ノ

乍
微
力
飽
�
人
別
ニ
付
一
日
ニ
十
銭
宛
惣
会
所
ヨ
リ
　
御
上
様
ニ
奉
献
納
度
念
願
ニ
御
坐
候
」
と
、
同
じ
申
し
出
を
し
て
い
る
〔
文

書
22
・
23
〕。
そ
の
目
的
が
、
政
府
に
一
定
の
財
政
上
の
価
値
を
認
め
さ
せ
、
集
団
の
存
続
・
延
命
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
政
府
の
関
心
を
惹
い
た
形
跡
は
な
く
、
約
半
年
後
、
六
十
六
部
は
無
為
の
遊
民
と
し
て

「
一
日
モ
可
存
置
事
ニ
有
之
間
敷
」
と
、
容
赦
な
く
廃
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

五

以
上
、『
公
文
録
』
収
録
の
文
書
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
六
十
六
部
の
禁
令
が
発
せ
ら
れ
る
に
至
る
経
緯
を
見
て
き
た
。
冒
頭
に

も
触
れ
た
よ
う
に
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
史
料
に
よ
っ
て
幕
末
期
に
お
け
る
仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
は
疑
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ

た
が
、
一
連
の
文
書
は
そ
れ
に
確
証
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
支
配
と
六
十
六
部
集
団
の
実
態
の
一
端
を
あ
る
程
度
具
体
的
に

教
え
て
く
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
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少
な
く
と
も
幕
末
期
に
あ
っ
て
は
、
仁
和
寺
は
六
十
六
部
の
「
惣
本
山
」
と
し
て
こ
れ
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
の
支
配
の
内
実
は

い
ま
だ
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
の
ち
に
六
十
六
部
集
団
が
大
報
恩
寺
に
本
山
を
頼
み
入
れ
る
際
に
天
蓋
・
幡
・
鉦
鼓
等
を
同
寺
か
ら

頂
戴
し
て
諸
国
順
行
し
た
い
と
申
し
出
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
仁
和
寺
も
こ
れ
ら
を
貸
し
与
え
る
か
た
ち
で
六
十
六
部
た
ち
に

允
可
を
与
え
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
支
配
に
あ
た
っ
て
は
、
院
家
の
ひ
と
つ
に
掛
を
お
き
、
職
務
を
担
当
さ
せ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
仁
和
寺
が
こ
う
し
た
役
目
の
者
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
備
後
福
山
藩
の
史
料
で
も
知
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
14
）。

こ
の
役
の
最
後
は
菩
提
院
内
の
幡
野
伊
織
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
役
割
が
菩
提
院
に
固
定
し
て
い
た
か
ど
う
か

は
定
か
で
は
な
い
。
還
俗
し
た
仁
和
寺
宮
が
「
寺
務
総
職
」
へ
の
関
与
を
止
め
ら
れ
た
明
治
二
年
以
降
は
、
菩
提
院
の
実
誉
が
同
職

を
委
任
さ
れ
て
一
山
を
運
営
し
て
お
り
（
15
）、

そ
の
事
情
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
江
戸
時
代
の
菩
提
院
は
双
ケ
丘
の

二
岡
の
西
麓
に
あ
り
、
明
治
四
年
の
上
地
に
よ
っ
て
仁
和
寺
境
内
に
移
っ
た
が
（
16
）、

そ
の
後
廃
絶
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
六
十
六
部
集
団
の
側
は
、「
惣
会
所
」
を
も
ち
、「
取
締
」「
会
所
代
」「
勘
定
方
」「
惣
代
」
等
の
肩
書
を
も
つ
者
が
組

織
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
禁
令
に
い
う
「
仲
間
ヲ
立
、
寄
宿
所
ヲ
設
置
」
で
あ
る
。
惣
会
所
は
、
ど
こ
ま
で
遡
及
で

き
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
明
治
三
年
春
ま
で
は
（
お
そ
ら
く
実
質
的
に
は
翌
四
年
の
夏
ご
ろ
ま
で
は
）
法
金
剛
院
塔
頭
の
地
蔵

院
（
金
目
地
蔵
院
）
に
お
か
れ
て
い
た
。
法
金
剛
院
は
仁
和
寺
の
院
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
な
お
、
惣
会
所
は
し
ば
し
ば
京
都
、
、

惣
会

所
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
複
数
の
そ
れ
が
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
史
料
的
に
は
い
ま
だ
不
十
分
な
が
ら
、
江
戸

の
東
叡
山
寛
永
寺
が
仁
和
寺
と
同
様
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
（
17
）、

そ
の
可
能
性
は
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

惣
会
所
の
下
に
は
地
方
組
織
と
で
も
い
う
べ
き
地
方
ご
と
の
統
制
・
連
絡
の
仕
組
み
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
掟
の
改
定

を
申
し
出
た
際
、
六
部
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最
寄
の
国
々
ヘ
「
出
張
所
」
を
設
置
し
て
「
取
締
惣
代
」
が
「
居
合
同
行
」
を
取
り
締
ま

る
と
主
張
し
、
そ
れ
を
「
是
�
在
来
ノ
通
リ
」
と
し
て
い
た
〔
文
書
10
〕。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）、
備
中
早
島
領
に
現
れ
た
江
戸
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一
之
助
と
い
う
六
部
は
、
こ
の
た
び
御
室
御
所
よ
り
「
国
々
六
部
取
締
」
が
仰
せ
つ
け
ら
れ
、「
当
国
出
張
役
所
」
を
自
分
が
仰
せ

つ
か
っ
た
と
称
し
て
い
た
が
（
18
）

、
符
合
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
確
認
で
き
た
事
例
は
一
例
に
と
ど
ま
る
が
、
加
古
川
市
平
荘
町
山

角
・
報
恩
寺
境
内
の
廻
国
供
養
塔
（
元
治
二
年
〔
一
八
六
五
〕
ヵ
）
の
よ
う
に
、「
当
国
出
張
所
元
締
」「
惣
代
」「
見
廻
」「
取
治
」
の

肩
書
を
も
つ
人
名
を
刻
ん
だ
石
造
物
も
あ
る
（
19
）。

こ
う
し
た
各
地
方
の
代
表
者
が
惣
会
所
に
参
集
す
る
機
会
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
金
目

地
蔵
院
か
ら
惣
会
所
を
断
ら
れ
た
六
部
ら
が
大
報
恩
寺
宝
蔵
坊
に
仮
惣
会
所
を
頼
み
入
れ
る
際
に
は
、
惣
会
所
が
な
け
れ
ば
勤
行
に

差
し
支
え
、
か
つ
「
各
国
六
部
総
代
ノ
者
共
」
の
集
会
の
席
も
な
く
難
渋
迷
惑
す
る
と
訴
え
て
い
た
。
参
集
の
機
会
は
お
そ
ら
く
本

山
へ
の
上
納
の
機
会
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

な
お
、
惣
会
所
配
下
の
六
部
が
お
よ
そ
二
千
人
い
る
と
い
う
申
し
立
て
が
あ
る
が
〔
文
書
８
・
22
・
23
〕、
近
世
後
末
期
（
お
お
む

ね
文
政
期
以
降
）
に
十
数
人
か
ら
と
き
に
数
十
人
に
の
ぼ
る
多
数
の
六
部
が
関
与
し
て
造
立
さ
れ
た
廻
国
供
養
塔
が
全
国
各
地
に
相

当
数
確
認
さ
れ
て
お
り
、
あ
な
が
ち
誇
張
と
は
断
じ
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。

仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
が
終
わ
る
の
は
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
〔
一
八
六
八
〕）
六
月
で
あ
る
。
そ
の
半
年
前
の
三
年
十
二
月
、

第
三
〇
代
純
仁
法
親
王
が
「
王
政
復
古
の
大
号
令
」
と
と
も
に
還
俗
し
て
お
り
（
20
）、

そ
れ
に
と
も
な
う
一
山
の
体
制
の
変
動
が
原
因
で

あ
っ
た
と
、
い
ち
お
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
た
し
か
に
翌
明
治
二
年
以
降
に
な
る
と
仁
和
寺
宮
が
寺
務
に
関
わ
る
こ

と
が
止
め
ら
れ
、
宮
家
と
仁
和
寺
の
「
区
別
」
が
厳
格
に
な
り
、
さ
ら
に
は
門
跡
号
そ
の
も
の
が
廃
さ
れ
る
な
ど
（
21
）、

仁
和
寺
は
大
き

な
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
純
仁
の
還
俗
直
後
は
宮
の
居
所
を
は
じ
め
伽
藍
・
被
官
・
知
行
・
末
寺
支
配
等
、
む
し

ろ
旧
体
制
の
維
持
が
確
認
さ
れ
て
お
り
（
22
）、

た
だ
ち
に
六
十
六
部
の
支
配
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
は
う
か
が
い
に
く
い
。

こ
の
点
は
、
よ
り
大
き
な
事
情
が
背
後
に
控
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
な
お
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
後
の
六
十
六
部
集
団
は
、
既
述
の
と
お
り
、
組
織
の
存
続
に
腐
心
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
か
ね
て
菅
根
幸
裕
が
指
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摘
し
て
い
る
明
治
初
年
に
お
け
る
空
也
堂
極
楽
院
の
六
十
六
部
支
配
は
、
こ
の
時
期
の
六
十
六
部
た
ち
の
動
向
を
知
る
と
き
、
き
わ

め
て
理
解
し
や
す
い
も
の
に
な
る
。
菅
根
が
紹
介
す
る
空
也
堂
文
書
に
よ
れ
ば
、
同
寺
が
「
六
十
六
部
元
締
役
」
得
道
ら
の
求
め
に

よ
っ
て
六
十
六
部
の
「
本
山
」
を
引
き
受
け
、「
六
十
六
部
廻
国
免
状
」
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
二
年
十
月
の
こ
と
で
あ

る
（
23
）。

仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
放
棄
は
前
年
の
六
月
で
あ
り
、
明
治
二
年
は
ま
さ
に
六
部
た
ち
が
仁
和
寺
に
対
し
て
本
山
継
続
の
歎

願
を
繰
り
返
し
、
や
が
て
他
寺
院
へ
と
歎
願
先
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
ろ
う
〔
文
書
22
〕。
さ
ら
に
言
え
ば
、
空
也

堂
文
書
に
は
元
締
役
得
道
と
と
も
に
早
来
又
次
郎
な
る
六
部
が
登
場
す
る
が
、
彼
は
御
室
御
所
の
配
下
の
六
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
別
史
料
が
あ
る
（
24
）。

つ
ま
り
は
、
仁
和
寺
か
ら
「
手
切
れ
」
を
申
し
渡
さ
れ
た
六
部
の
う
ち
に
、
幸
運
に
も
空
也
堂
の
傘
下
に
入
る

こ
と
が
で
き
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
空
也
堂
に
は
六
十
六
部
を
め
ぐ
る
史
料
は
数
点

し
か
伝
存
し
な
い
由
で
、
同
寺
の
支
配
も
長
く
は
続
か
ず
、
明
治
四
年
十
月
の
禁
令
を
も
っ
て
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
待
た
ず
に
終

止
符
が
打
た
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

明
治
四
年
十
月
の
禁
令
が
ど
の
よ
う
な
者
た
ち
を
対
象
と
し
て
い
た
か
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
心
願
に
よ
っ
て
六
十
六
か
国

の
寺
社
を
巡
拝
し
、
数
年
か
け
て
成
就
し
た
後
は
家
郷
に
帰
っ
て
村
の
生
活
に
復
帰
す
る
よ
う
な
巡
礼
者
で
は
な
く
、
種
々
の
絵
画

資
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
大
き
く
華
美
な
笈
に
仏
を
収
め
、
そ
れ
を
拝
ま
せ
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
目
で
喜
捨
を
募
る
こ
と
を
生
業

と
す
る
「
渡
世
の
六
部
」

（
25
）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
明
治
政
府
は
こ
れ
を
、
巡
礼
に
名
を
借
り
た
物
貰
い
と
断
じ
て
い
た
。
禁
止
の
布
告

に
至
る
一
連
の
文
書
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
職
業
六
部
た
ち
が
一
定
の
組
織
を
形
成
し
、
本
山
を
戴
き
、
会
所
を
設
け
、

地
方
ご
と
に
連
絡
・
統
制
の
仕
組
み
す
ら
も
っ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
。
仁
和
寺
の
六
十
六
部
支
配
は
ど
こ
ま
で
遡
及
し
う
る
の
か
（
安
政
四
年
の
通
達
に
い
う
「
往
古
よ
り
の
支
配
の
復
旧
」
は
事

実
な
の
か
）、
東
叡
山
寛
永
寺
に
あ
っ
て
も
同
様
の
支
配
形
態
が
存
在
し
た
の
か
等
々
、
残
る
課
題
は
少
な
く
な
い
。
わ
け
て
も
、
こ
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こ
に
見
た
よ
う
な
六
十
六
部
集
団
と
本
山
の
関
係
は
六
十
六
部
と
い
う
巡
礼
文
化
総
体
の
な
か
で
ど
の
程
度
の
意
味
を
も
っ
て
い
た

の
か
、
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
職
業
六
部
の
問
題
に
と
ど
ま
っ
て
一
般
の
巡
礼
者
に
は
無
縁
の
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
一
般
の

巡
礼
者
も
こ
の
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
一
定
の
統
制
を
受
け
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
、
い
ま
だ
明
瞭
で
は
な
い
。
し
か
し
、

じ
つ
は
こ
の
点
こ
そ
が
近
世
の
六
十
六
部
を
理
解
す
る
う
え
で
の
一
つ
の
要
諦
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

註（
１
）

小
嶋
博
巳
「
近
世
の
廻
国
納
経
帳
」『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』
一
二
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化
研
究
所
、
一
九

九
九
年
。
同
「
近
世
六
部
の
組
織
性
」
巡
礼
研
究
会
編
『
巡
礼
論
集
２
六
十
六
部
廻
国
巡
礼
の
諸
相
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
。

（
２
）

日
野
西
眞
定
「
高
野
山
の
六
十
六
部
史
料
」
巡
礼
研
究
会
編
『
巡
礼
論
集
２

六
十
六
部
廻
国
巡
礼
の
諸
相
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇

三
年
、
二
二
一
―
二
二
二
頁
。

（
３
）

片
山
庶
祐
『
諸
日
記
』
安
政
四
年
九
月
四
日
条
（
早
島
史
料
大
庄
屋
日
記
編
集
委
員
会
編
『
早
島
史
料

大
庄
屋
日
記
�
』
早
島
町

教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
年
、
九
二
頁
）。
安
政
五
年
二
月
二
十
五
日
「
御
室
御
所
大
師
堂
修
理
の
た
め
六
十
六
部
行
者
念
仏
修
行
に

つ
き
廻
達
」（『
広
島
県
史
』
近
世
資
料
編
�
、
広
島
県
、
一
九
七
九
年
、
九
一
〇
頁
）。

（
４
）

東
福
寺
名
誉
住
職
・
沖
田
定
信
師
、
住
職
・
沖
田
憲
信
師
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
調
査
の
機
会
を
得
た
。
笈
と
木
札
は
同
寺
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）

六
十
六
部
縁
起
の
登
場
人
物
を
近
世
の
六
部
の
出
で
立
ち
で
描
き
、「
御
室
御
所
御
支
配
廻
国
元
祖
頼
朝
房
智
成
大
法
師
和
讃
」
を

付
し
た
も
の
で
、
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
の
刊
記
を
も
つ
。
山
形
市
内
の
個
人
蔵
の
も
の
が
市
村
幸
夫
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
市
村
幸
夫
「
六
十
六
部
と
寺
社
札
」『
山
形
民
俗
』
一
七
、
山
形
県
民
俗
研
究
協
議
会
、
二
〇
〇
三
年
、
九
―
一
〇
・
一
二
頁
）。

（
６
）

次
の
四
基
を
確
認
し
て
い
る
。
宮
崎
市
上
北
方
磐
戸
神
社
・
安
政
四
年
銘
塔
、
三
原
市
須
波
西
町
少
林
寺
・
元
治
元
年
銘
塔
、
富
田

林
市
宮
甲
田
錦
織
神
社
参
道
・
紀
年
不
詳
塔
、
丸
亀
市
垂
水
町
垂
水
茶
堂
跡
・
紀
年
不
詳
塔
。

（
７
）

菅
根
幸
裕
「
明
治
新
政
府
の
宗
教
政
策
と
「
聖
」
の
対
応
―
―
鉢
叩
念
仏
弘
通
流
本
山
京
都
空
也
堂
の
史
料
か
ら
―
―
」『
日
本
近

代
仏
教
史
研
究
』
三
、
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
会
、
一
九
九
六
年
、
七
三
―
七
六
頁
。
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（
８
）

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
が
利
用
で
き
る
（http://w

w
w
.digital.archives.go.jp/

行
政
文
書
・
＊
内
閣
・
総
理
府
・

太
政
官
・
内
閣
関
係
・
第
一
類
　
公
文
録
・
公
文
録
・
明
治
４
年
・
公
文
録
・
明
治
四
年
・
第
百
二
十
九
巻
・
辛
未
十
月
・
大
蔵
省
伺

全
　
件
名
番
号
０
２
３
）。
な
お
、
ほ
ぼ
同
内
容
（
た
だ
し
一
部
簡
略
化
）
が
『
太
政
類
典
』（
第
二
編
・
明
治
四
年
〜
明
治
十
年
・
第

十
三
巻
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
『
公
文
録
』
に
拠
る
こ
と
と
し
、
そ
の
記
載
に
不
審
が
あ
る
場
合
の
み
、『
太

政
類
典
』
を
用
い
て
〔

〕
内
に
補
う
こ
と
と
す
る
。

（
９
）
『
法
令
全
書
』
で
は
下
記
に
収
め
る
。
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
四
、
原
書
房
、
一
九
七
四
年
、
三
六
七
―
三
六
八
頁
。

（
10
）

阪
本
是
丸
「
日
本
型
政
教
関
係
の
形
成
過
程
」
井
上
順
孝
・
阪
本
是
丸
編
『
日
本
型
政
教
関
係
の
誕
生
』
第
一
書
房
、
一
九
八
七
年
、

一
三
―
一
五
頁
。

（
11
）

坊
官
・
候
人
等
の
名
称
は
廃
し
、
蓄
髪
の
う
え
「
地
方
官
貫
属
士
族
卒
」
へ
加
え
る
、
諸
門
跡
・
比
丘
尼
御
所
・
院
家
・
院
室
の
家

士
の
う
ち
「
三
代
以
上
相
恩
」
の
者
は
坊
官
ら
と
同
様
に
「
地
方
官
貫
属
士
族
卒
」
と
し
、「
二
代
以
下
」
の
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
旧
籍

へ
復
す
と
し
て
い
る
（「
諸
門
跡
比
丘
尼
御
所
号
等
廃
止
地
方
官
管
轄
ニ
被
仰
付
御
達
」『
公
文
録
』
明
治
四
年
第
三
十
二
巻
）。

（
12
）

古
藤
真
平
「
仁
和
寺
の
伽
藍
と
諸
院
家
（
下
）」『
仁
和
寺
研
究
』
三
、
古
代
学
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
七
七
―
八
五
頁
。

（
13
）

小
嶋
博
巳
「
近
世
六
部
の
組
織
性
」（
前
掲
註
１
）、
六
九
―
七
三
頁
。

（
14
）
「
御
室
御
所
大
師
堂
修
理
の
た
め
六
十
六
部
行
者
念
仏
修
行
に
つ
き
廻
達
」（
前
掲
註
３
）。「
御
室
御
所
御
支
配
六
十
六
部
取
締
役

人
　
星
野
上
総
」
よ
り
、
御
室
山
内
八
十
八
カ
所
大
師
堂
修
覆
の
た
め
に
六
十
六
部
行
者
ら
が
四
十
八
日
間
の
念
仏
修
行
（
要
は
勧
進

で
あ
ろ
う
）
を
す
る
の
で
よ
ろ
し
く
取
り
計
い
を
願
い
た
い
旨
、
備
後
国
内
町
村
の
役
人
に
宛
て
た
頼
状
を
出
し
て
い
る
。

（
15
）
「
仁
和
寺
宮
寺
務
区
別
ノ
儀
御
達
」『
公
文
録
』
明
治
二
年
・
第
三
十
五
ノ
二
巻
、
ほ
か
。

（
16
）

古
藤
真
平
「
仁
和
寺
の
伽
藍
と
諸
院
家
（
下
）」（
前
掲
註
12
）、
八
七
―
八
八
頁
。

（
17
）

さ
し
あ
た
り
、
小
栗
栖
健
治
が
紹
介
し
た
廻
国
供
養
の
行
列
を
描
い
た
絵
巻
の
一
つ
（
乙
本
）
に
、「
奉
献
御
室
仁
和
寺
之
宮
」「
奉

献
東
叡
山
中
堂
」
の
二
本
の
幟
が
対
で
登
場
す
る
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
（
小
栗
栖
健
治
「
六
十
六
部
を
描
く
行
列
絵
巻
」
巡
礼

研
究
会
編
『
巡
礼
論
集
２
　
六
十
六
部
廻
国
巡
礼
の
諸
相
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
五
・
一
五
八
頁
）。
甲
本
に
は
こ
れ
が

な
い
が
、
制
作
年
代
が
明
治
以
降
に
下
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
18
）

片
山
庶
祐
『
諸
日
記
』
安
政
四
年
九
月
四
日
条
（
前
掲
註
３
）。

（
19
）

三
木
治
子
「
六
十
六
部
の
石
塔
（
２
）」『
歴
史
考
古
学
』
三
八
、
歴
史
考
古
学
研
究
会
、
一
九
九
六
年
、
一
九
頁
。
筆
者
も
追
調
査

〉

〉

〉

〉

〉
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を
行
な
っ
て
い
る
。

（
20
）

純
仁
は
の
ち
に
陸
軍
大
将
・
元
帥
と
な
る
小
松
宮
彰
仁
で
、
復
飾
・
復
名
し
て
仁
和
寺
宮
嘉
彰
と
な
り
、
軍
事
総
裁
、
さ
ら
に
兵
部

卿
・
会
津
征
討
総
督
等
々
に
任
じ
ら
れ
た
。
明
治
三
年
に
東
伏
見
宮
嘉
彰
、
明
治
十
五
年
に
小
松
宮
彰
仁
と
名
を
改
め
て
い
る
。

（
21
）

明
治
二
年
正
月
「
仁
和
寺
宮
寺
務
区
別
ノ
儀
御
達
」（『
公
文
録
』
明
治
二
年
第
三
十
五
ノ
二
巻
）、
明
治
三
年
正
月
五
日
「
仁
和
寺

宮
門
跡
区
別
ノ
儀
届
」（
同
、
明
治
三
年
第
百
二
十
八
巻
）、
明
治
四
年
五
月
「
諸
門
跡
比
丘
尼
御
所
号
等
廃
止
地
方
官
管
轄
ニ
被
仰
付

御
達
」（
同
、
明
治
四
年
第
三
十
二
巻
）、
ほ
か
。

（
22
）

慶
応
三
年
十
二
月
十
九
日
「
仁
和
寺
宮
居
所
并
家
来
ノ
儀
ニ
付
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
元
年
第
四
十
五
巻
）。

（
23
）

菅
根
幸
裕
「
明
治
新
政
府
の
宗
教
政
策
と
「
聖
」
の
対
応
」（
前
掲
註
７
）、
七
三
―
七
五
頁
。

（
24
）

先
述
し
た
安
政
七
年
の
刷
り
物
（
前
掲
註
５
）
の
刊
記
に
、「
京
都
御
免
惣
会
所
願
主
元
締
早
来
亦
治
郎
」
と
名
を
出
し
て
い
る
。

（
25
）

こ
の
語
は
、
化
政
期
に
廻
国
し
た
野
田
泉
光
院
が
、
そ
の
「
日
本
九
峰
修
行
日
記
」
中
で
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、
こ

の
種
の
職
業
六
部
を
「
天
蓋
六
部
」
と
も
呼
ん
で
い
た
。
鈴
木
棠
三
校
注
「
日
本
九
峰
修
行
日
記
」
宮
本
常
一
ほ
か
編
『
日
本
庶
民
生

活
史
料
集
成
』
第
二
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
。




